
企業局 随意契約件数 25 件　　　　　　　　　　　　　　　　　金額 227,853,098円
契約担当課名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方公営企業法施行令適用条項

1 企業局総務課

令和５年度
大分県企業局財務会計シス
テムに関する維持管理業務
委託

令和5年4月1日

大分市東春日町１７番５８号

富士通Japan　株式会社
九州南部公共ビジネス部

1,853,148円

　システムの維持管理に関する専門的知識及び技術が必要であるが、富
士通Japan（株）は、システムを開発した業者であるため、システムに精通
している。仮に、ほかの業者に委託した場合は、プログラムの解読などに
多大な時間を必要とし、迅速な対応が困難となり、システムの運用全体
に大きな支障を及ぼすおそれもあるため、競争入札には適さない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

2 企業局総務課
R5芹川第三発電所水路工作
物保守等業務委託

令和5年4月1日 世利川井路土地改良区 13,862,200円

（随意契約理由）
　該当する共同井路の維持管理については、企業局と世利川井路土地
改良区と間に「協定書」を締結しており、芹川第三発電所建設に伴う芹川
流域における水の有効利用について相互善意をもって協力することとし
ており、企業局が共同井路の維持管理を行い、土地改良区が応分の負
担をするようになっている。
  土地改良区は法人の公共目的から当該委託内容を熟知しておく必要
がある。
  相互善意による協力のもとで維持管理の義務を負う企業局と、当該委
託内容の熟知が管理上必要な土地改良区にとって、土地改良区自体に
維持管理業務を受託できる条件が備わっている場合には、両者の公共
的利害は一致し、第三者を入れる余地はない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

3 企業局総務課
R5判田浄水場汚泥脱水ケー
キ処分業務委託

令和5年4月5日

福岡市博多区住吉１丁目２番２５号

太平洋セメント　株式会社　九州支
店

10,890,000円

　本業務は、判田浄水場で発生する産業廃棄物である汚泥ケーキの処
分業務である。
大量の汚泥ケーキが発生した場合、処理能力があるのは太平洋セメント
（株）九州支店のみであるため。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

4 企業局総務課
R5判田浄水場汚泥脱水ケー
キ運搬業務委託

令和5年4月5日
津久見市大字下青江3891

龍南運送　株式会社
6,776,000円

　本業務は、判田浄水場で発生する産業廃棄物である汚泥ケーキの運
搬業務である。
太平洋セメントに搬入できる業者は龍南運送（株）のみであるため。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

5 企業局総務課
判田特高変電所特別検定用
部品の購入（貯蔵品）

令和5年4月10日

福岡市博多区上牟田１丁目１７番１
号

三菱電機プラントエンジニアリング
株式会社　九州本部

3,091,000円

　当該特高変電所内にあるＶＣＴ（計器用変成器）の検定を受けるために
使用する材料は、絶縁ガスが密閉されている重要箇所を接続するもので
あるため、特高変電所を製作した三菱電機のメンテナンス部門である三
菱電機プラントエンジニアリング(株)のみ購入可能である。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）
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6 企業局総務課
令和５年度電委ダ委第２２－
４号ダムコン・放流警報装置
点検委託

令和5年4月12日

福岡県福岡市博多区店屋町５番１
８号

富士電機　株式会社　九州支社

16,390,000円

ダム管理用制御処理設備（ダムコン）及び放流警報装置は、システム化
されており、本装置に故障が発生すると機器制御が不能となり、ダム管
理や放流業務に支障を来す。本業務は、水位データ等を模擬入出力する
ことによりダム管理情報の異常の有無を確認する業務であり、不測の事
態に対し早急に対応する必要があるため、システムに精通し、当該機器
の製作者である富士電機株式会社九州支社しかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令：第２１条の１４第１項第２号）

7 企業局総務課
令和５年度電建ダ委第２２－
１号ダムコン改修業務委託

令和5年4月12日

福岡県福岡市博多区店屋町５番１
８号

富士電機　株式会社　九州支社

15,400,000円

ダム管理用制御処理設備（ダムコン）は、ダム管理及び放流操作を確実
かつ容易に行うため必要不可欠なシステムである。本業務は、放流操作
の精度向上や操作性改善のため、新たに演算機能の追加を行うもので、
システム全体に関わる改修であるため、システム全般に精通しており当
該機器の製作者である富士電機株式会社九州支社しかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

8 企業局総務課
令和５年度水建水第１１１-３
号第一貯留池圧力水ポンプ
更新工事

令和5年4月17日
大分市大字松岡１８９２番地の４

株式会社　ニッショー
2,970,000円

施工場所が狭隘で新設ポンプを設置するためには周辺配管加工をあわ
せて行う必要があり、既設ポンプを撤去し、現場状況に精通している株式
会社ニッショーしかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

9 企業局総務課
令和５年度電委ダ委第２１－
２号ダムコン・放流警報装置
点検委託

令和5年4月17日

福岡県福岡市中央区長浜２丁目４
番１号

東芝通信インフラシステムズ　株式
会社　九州営業所

10,208,000円

ダム管理用制御処理設備（ダムコン）及び放流警報装置は、システム化
されており、本装置に故障が発生すると機器制御が不能となり、ダム管
理や放流業務に支障を来す。本業務は、水位データ等を模擬入出力する
ことによりダム管理情報の異常の有無を確認する業務であり、不測の事
態に対し早急に対応する必要があるため、システムに精通し、当該機器
の製作者である東芝通信インフラシステムズ株式会社九州営業所しかで
きない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令：第２１条の１４第１項第２号）

10 企業局総務課
R5監視制御装置ステーション
CPU等の購入（貯蔵品）

令和5年4月17日

福岡市博多区店屋町５－１８

メタウォーター　株式会社　九州営
業部

8,360,000円

　本装置は、監視制御装置各設備間の信号処理を行う最重要設備であ
る。
　本装置は、同監視制御装置のメーカーでシステム全般を把握しているメ
タウォーター(株)のみ購入可能である。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

11 企業局総務課
令和５年度水委水委第１１１
－４号取水口維持管理業務
委託

令和5年4月24日

大分市大字西ノ洲一番地

日鉄環境　株式会社　九州支店　大
分地区

3,531,000円

出水期の緊急除塵作業に対応する潜水士・作業員・除塵用具を確保可
能であり、白滝取水口の機能、構造を把握し、直近で同箇所における災
害時対応で実績のある日鉄環境株式会社九州支店大分地区以外は本
業務はできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）
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12 企業局総務課
適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）導入に伴う財務
会計システム改修委託業務

令和5年5月12日

大分市東春日町１７番５８号

富士通Japan　株式会社
九州南部公共ビジネス部

7,975,000円

　システムの改修に関する専門的知識及び技術が必要であるが、富士通
Japan（株）は、システムを開発した業者であるため、システムに精通して
いる。仮に、ほかの業者に委託した場合は、プログラムの解読などに多
大な時間を必要とし、迅速な改修が困難となり、システムの運用全体に
大きな支障を及ぼすおそれもあるため、競争入札には適さない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

13 企業局総務課
令和５年度水委水委第１２２
－４号電源車模擬負荷及び
点検整備委託

令和5年5月29日

兵庫県明石市川崎町１番１号

株式会社　カワサキマシンシステム
ズ統括本部　ガスタービンサービス
本部西部事業所

9,680,000円

本業務は、大津留浄水場に設置している非常用移動電源車の点検・整
備・模擬負荷試験を行い、発電機の機能維持をするものである。非常用
移動電源車の点検には、電力会社からの受電を継続しながらメンテナン
スを実施するため、同一施工者である株式会社カワサキマシンシステム
ズ統括本部ガスタービンサービス本部西部事業所しかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

14 企業局総務課 ファイルサーバーの更新 令和5年8月10日
大分市東春日町１７番５７号

株式会社　オーイーシー
6,146,250円

　
現行のファイルサーバーは（株）オーイーシーから購入しており、バック
アップシステム等のサーバ環境は同事業者が構築したもので、保守作業
についても導入から継続して行っている。今回のファイルサーバーの更
新は、関係機器は現行のものを使用して行われるため、システム等の
サーバ環境を熟知している設置事業者でなければ、本設備の設置の適
切かつ確実な対応ができない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

15 企業局総務課
令和５年度電修工第８－１号
災害応急工事

令和5年8月21日
大分市畑中二丁目６番６号

三栄建設工業　株式会社
25,825,800円

本工事は、別府発電所共同区（１号隧道）において発生した被災により送
水不能となった機能を水中ポンプによる取水で応急的に対応する必要が
あるため。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第５号）

16 企業局総務課
令和５年度水委制委第１１１
－１号監視制御装置等点検
業務委託

令和5年9月14日

福岡県福岡市博多区店屋町５番１
８号

メタウォーター　株式会社　九州営
業部

31,350,000円

本業務は、専門技術者によるメンテナンスを行い、工業用水の安定供給
に備えるものである。本装置のメンテナンスは、ソフトウェアのメンテナン
スを含め、監視制御機器の運用を継続しながら点検を実施するためシス
テム全体に悪影響を及ぼすことのないよう機器構成、システム全般を十
分に理解しておく必要がある。よって、本業務は装置を設置したメタ
ウォーター株式会社九州事業部しかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

17 企業局総務課
令和５年度水委水委第１２１
－５号汚泥処理施設制御・計
装点検委託

令和5年9月14日

福岡県福岡市博多区店屋町５番１
８号

メタウォーター　株式会社　九州営
業部

11,000,000円

本業務は、専門技術者によるメンテナンスを行い、汚泥処理ひいては工
業用水の安定供給に備えるものであるが、本装置のメンテナンスにはソ
フトウェアのメンテナンスも含むため本装置の設置業者であるメタウォー
ター株式会社九州営業部しかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）
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18 企業局総務課
令和５年度水修水第１１１－３
号揚水ポンプ場昇降機維持
修繕工事

令和5年9月15日

福岡県福岡市博多区博多駅南１丁
目２番１３号

日本オーチス・エレベータ　株式会
社
九州支店

6,600,000円

揚水ポンプ場の昇降機の部品の取り替えは、業者独自の制御システム
や部品が多く使用されており部品調達の面からも設置業者であるシンド
ラーエレベータ株式会社から事業承継した日本オーチス・エレベータ株式
会社しか施工できない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

19 企業局総務課
R5空気弁枝管補修継手の購
入（貯蔵品）

令和5年9月27日

福岡市博多区博多駅南１丁目１０
－４
日本ヴィクトリック　株式会社　福岡
支社

4,620,000円
　空気弁の枝管を補修する製品は、日本ヴィクトリック(株)の製品に限ら
れるため。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

20 企業局総務課
令和５年度水委水委第１１１
－７号汚泥処理施設制御・計
装点検委託

令和5年10月19日

福岡県北九州市小倉北区大手町１
２番１号

安川オートメーション・ドライブ　株式
会社　九州支店

5,830,000円

本業務は、専門技術者によるメンテナンスを行い、汚泥処理ひいては工
業用水の安定供給に備えるものであるが、本装置のメンテナンスにはソ
フトウェアのメンテナンスも含むため本装置の設置業者である安川オート
メーション・ドライブ株式会社九州支店しかできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

21 企業局総務課
令和５年度電建ダ第１－２号
上部水槽除塵機補強工事

令和5年10月25日

佐賀県佐賀市伊勢町１５番１号

株式会社　ミゾタ
4,400,000円

本工事は、前工事にて製作・設置した大野川発電所上部水槽除塵機の
振動・異音対策のための補強を目的としたものであり、既設設備と補強
部材が一体の構造物として完成してはじめて機能を発揮するものであ
る。また、仮に補強後に不具合が発生した場合や補強効果が現れなかっ
た場合は、その責任の所在が不明確になる恐れがあるため、前工事に
引き続き同一業者に施工させる必要がある。以上の理由により、前工事
の受注者である株式会社ミゾタと契約を締結する。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第６号）

22 企業局総務課
令和５年度電委制委第４１－
１号集中監視制御機器点検
業務委託

令和5年11月29日

大分市金池町２丁目４番６号九州
電力株式会社大分支店別館２階

ニシム電子工業株式会社　大分支
店

9,812,000円

本業務は、発電所等集中監視制御機器内の状態把握や機能試験等を
専用ソフトを用いて行うことで異常の有無を確認するものであり、監視制
御機器の運用を継続しながら点検を実施する必要がある。システム全体
に悪影響を及ぼすことのないよう機器構成、システム全般に精通してい
る当該機器の製作、設置者であるニシム電子工業株式会社大分支店し
かできない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）

23 企業局総務課
R5判田取水場　揚水ポンプ高
圧盤用電磁接触器等の購入
（貯蔵品）

令和5年12月1日

福岡市博多区店屋町５－１８

メタウォーター　株式会社　九州営
業部

4,330,700円
　高圧盤内の加工を伴う製作となるため装置を設計したメタウォーター
(株)のみ購入可能である。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）
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契約担当課名 契約の名称及び内容 契約年月日 契約の相手方の所在地及び名称 契約金額 随意契約理由及び地方公営企業法施行令適用条項

24 企業局総務課
令和５年度電修工第８－２号
仮復旧工事

令和5年12月28日

大分県由布市庄内町東長宝イバ元
７８４番地

株式会社　ラックワイド

5,280,000円

本工事は、別府発電所共同区（１号隧道）において発生した被災により送
水不能となった箇所を仮設パイプにより応急的に復旧する必要があるた
め。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第５号）

25 企業局総務課
大分県企業局財務会計シス
テムＤＷＨシステム改修業務
委託

令和6年2月5日

大分市東春日町１７番５８号

富士通Japan　株式会社
九州南部公共ビジネス部

1,672,000円

（随意契約理由）
　システムの改修に関する専門的知識及び技術が必要であるが、富士通
Japan（株）は、システムを開発した業者であるため、システムに精通して
いる。仮に、ほかの業者に委託した場合は、プログラムの解読などに多
大な時間を必要とし、迅速な改修が困難となり、システムの運用全体に
大きな支障を及ぼすおそれもあるため、競争入札には適さない。
（根拠法令：地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号）


